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問
題
に
係
る
日
米
共
同
発
表
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文
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あ
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に
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す
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に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
二
〇
一
〇
年
五
月
二
十
八
日
の
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
に
お
け
る
普
天
間
飛
行
場

移
設
問
題
に
係
る
日
米
共
同
発
表
の
正
文
の
あ
り
方
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
文
書
」
は
膨
大
な
数
に
な
る
こ
と
か
ら
、
網
羅
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
第
百

七
十
四
回
国
会
に
お
い
て
締
結
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
国
際
約
束
で
は
、
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避

及
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
平
成
七
年
条
約
第
八
号
）
に
つ

き
、
情
報
交
換
に
関
す
る
規
定
を
国
際
的
な
基
準
に
沿
っ
た
内
容
に
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
定
め
た
「
所
得
に
対
す
る
租

税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
を

改
正
す
る
議
定
書
」
、
定
期
航
空
路
線
の
開
設
及
び
定
期
航
空
業
務
の
安
定
的
な
運
営
を
可
能
に
す
る
た
め
の
法
的
な
枠
組

み
に
つ
い
て
定
め
た
「
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
中
華
人
民
共
和
国
マ
カ
オ
特
別
行
政
区
と
の
間
の
協
定
」
、
原
子
力

の
平
和
的
利
用
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
法
的
な
枠
組
み
に
つ
い
て
定
め
た
「
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
お
け
る
協
力
の
た

め
の
日
本
国
政
府
と
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
」
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
相
手
国
政
府
等
と
の
交
渉
の
結
果
、

正
文
は
英
文
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

一



三
及
び
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日
の
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
の
共
同
発
表
は
、
米
国
政
府
と
の
交
渉
の
結
果
、

そ
の
正
文
を
英
文
の
み
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
「
共
同
発
表
」
の
正
文
が
英
語
の
み
で
作
成
さ
れ
、
日
本
語
の
文
書
を
「

仮
訳
」
扱
い
と
す
る
こ
と
」
が
、
「
我
が
国
の
外
交
、
安
全
保
障
が
如
何
に
米
国
に
依
存
し
て
い
る
か
を
示
す
証
左
で
あ
る

」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

二


